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一 

掘
削
復
旧
工
事
監
督
事
務
費
の
額
は
掘
削
復
旧
面
積
又
は
掘
削
復
旧
延
長
（
掘
削
部
分
に
つ
い
て
、
工
種
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
工

種
ご
と
に
計
算
し
ま
す
。
以
下
「
施
工
数
量
」
と
い
い
ま
す
。
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
本
表
の
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
（
一
円
未
満
は
切
り
捨
て
）
と

し
ま
す
。 

二 

掘
削
復
旧
費
の
額
は
、
施
工
数
量
に
そ
れ
ぞ
れ
本
表
の
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
を
工
事
費
と
し
、
こ
の
工
事
費
の
合
計
額
に
十
％
を
乗
じ
た
額

（
十
円
未
満
は
四
捨
五
入
）
を
事
務
費
と
し
、
こ
の
工
事
費
の
合
計
に
十
％
を
乗
じ
た
額
（
一
円
未
満
は
切
り
捨
て
）
を
消
費
税
額
と
し
て
、

そ
れ
ら
を
合
算
し
た
額
（
一
円
未
満
は
切
り
捨
て
）
と
し
ま
す
。 

三 

復
旧
は
、
道
路
の
機
能
を
原
状
に
回
復
し
得
る
工
種
と
し
、
施
工
数
量
の
端
数
処
理
は
、
面
積
に
お
い
て
は
整
数
（
小
数
位
以
下
一
位
切
り
捨 

 

 
 

て
、
但
し
一
㎡
未
満
に
つ
い
て
は
切
り
上
げ
）
と
し
、
延
長
に
お
い
て
は
小
数
位
以
下
一
位
（
小
数
位
以
下
二
位
切
り
捨
て
）
と
し
ま
す
。
こ 

の
場
合
に
お
い
て
、
掘
削
復
旧
部
分
以
外
の
部
分
に
損
傷
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
損
傷
が
あ
る
と
認
め
た
範
囲
ま
で
を
掘
削
復
旧
面 

積
又
は
掘
削
復
旧
延
長
と
し
ま
す
。 

四 

徴
収
単
価
の
適
用
区
分
は
、
施
工
数
量
に
従
い
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。 

 

Ａ 

掘
削
復
旧
面
積
が
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
も
の
又
は
掘
削
復
旧
延
長
が
二
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
も
の 

 

Ｂ 

掘
削
復
旧
面
積
が
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
も
の
又
は
掘
削
復
旧
延
長
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百 



 
 
 

メ
ー
ト
ル
ま
で
の
も
の 

 

Ｃ 
掘
削
復
旧
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
掘
削
復
旧
延
長
が
五
百
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

五 

昼
夜
連
続
施
工
の
場
合
の
掘
削
復
旧
工
事
監
督
事
務
費
及
び
掘
削
復
旧
費
の
単
価
は
、
そ
れ
ぞ
れ
昼
間
単
価
に
夜
間
単
価
を
加
え
た
額
の 

 
 

二
分
の
一
と
し
ま
す
。 

六 

こ
の
徴
収
単
価
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
途
算
出
し
た
単
価
と
し
ま
す
。 


